８障福第701号
令和８年６月９日
各　障害福祉サービス等　所管部長　殿

　　(政令指定都市を除く)
愛知県福祉局障害福祉課長　
令和９年度社会福祉施設等施設整備費補助金及び次世代育成支援対策施設整備　交付金に係る整備計画の書面審査について（通知）
　このことについて、令和９年度予算の参考とするため、下記のとおり必要書類を御提出ください。県においては、今後、提出のあった書類をもって書面審査を行い、令和９年度の国庫協議を行う上での順位付けを行います。
なお、整備内容等によって、後日、追加の書類提出依頼や対面での聞き取りを行うことがあります。
記
１　提出書類
　　別紙「提出書類一覧」のとおり
　　中核市は、障害児入所施設、児童発達支援センターを整備する場合のみ対象となります。
２　提出方法及び提出期限
　　メール及び郵送で提出してください。
メール　７月７日（火）厳守（送付先：shogai@pref.aichi.lg.jp）
郵　送　７月９日（木）必着（送付先：〒460-8501名古屋市中区三の丸三丁目1番2号）
　（留意事項）
　　・提出資料は原則A4サイズに統一してください。
・電子データが12MBを超える場合は複数回に分割して提出してください。
・法人作成書類は、市町村から法人へ資料の作成依頼を行い、市町村でとりまとめの上、市町村作成書類と併せて、上記期限までに提出してください。
・電子メールの件名は「【市町村名】令和９年度施設整備費助成に係る書面審査資料提出」としてください。
・該当が無い場合についても、その旨メールにて７月７日（火）までに必ずご回答ください。

３　その他

（１）協議対象とならない整備

ア　国及び県の整備計画に沿っていないもの
イ　上記提出期限までに具体的な整備内容が決まっていないもの（建設予定地未定、総事業費未定　等）

ウ　緊急性が著しく低いと思われる整備

エ　年度内の工事完了が困難な整備（国内示のある７月頃～翌年３月までの期間で完了が難しい整備）

オ　過去５年間に行政処分を受けた法人の整備

カ　設立の認可・認証の見込みがない新設法人の整備
キ　災害レッドゾーン（都市計画法第３３条第１項第８号において規定される開発行為を行うのに適当でない区域内の土地）内での整備

（２）優先順位の基準

　　　　県選考審査会において、別表に定める基準により審査し、優先順位を付します。
（３）厚生労働省・こども家庭庁から施設整備費助成に係る通知等が新たに発出された場合は、追加で送付します。

（４）令和８年度中に国の補正予算が成立した場合は、今回提出された整備計画から選定することとなります。
（５）愛知県では県産木材をはじめとする木材の利用を推進しているため、木材の積極的な活用をご検討ください。
担　当　障害福祉事業所支援室　　
（障害福祉サービス事業所、障害者支援施設に関すること）

事業所指導第一グループ（水野）
電　話　０５２－９５４－６３１７（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）
E-mail　shogai@pref.aichi.lg.jp
（障害児通所支援事業所、障害児入所施設に関すること）事業所指導第二グループ（知原）
電　話　０５２－９５４－７４００（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ）

E-mail　shogai@pref.aichi.lg.jp
1

